
20分未満

30分未満

30分～60分未満

1時間～1時間30分未満

● 緊急時訪問看護加算 　599円

● 早朝・夜間25％増し／深夜50％増し

40分以上（20分×2回）

60分以上（20分×3回） 826 円 444 円

加算例

＜リハビリスタッフが行った場合＞

ご利用時間 （要介護の方） （要支援の方）

611 円 590 円

490 円 469 円

856 円 826 円

1,125 円 1,133 円

＜看護師が行った場合＞

ご利用時間 （要介護の方） （要支援の方）

327 円 315 円

月の初日

月の2日目以降（週3日まで）

● 24時間対応体制加算 　640円

● 緊急時訪問加算 　270円

1,300 円

860 円

加算例

＜所要時間：概ね30～90分＞

※加須市以外の地域（ の範囲 ）への訪問には、交通費の

実費をご負担いただきます。詳細はお問い合わせください。

加須市
（全域）

羽生市
（全域）

旧栗橋町
（久喜市）

旧鷲宮町
（久喜市）

旧菖蒲町
（久喜市）

お問い合わせ・ご相談はこちら

☎ 0480-53-4193
（受付時間 9：00～17：30 ／ 日祝･年末年始休）

医療法人社団 弘人会

なかだ訪問看護ステーション
〒347-0065 埼玉県加須市元町7-29

TEL：0480-53-4193 FAX：0480-53-4195

指定事業所番号：1163890035

＊当事業所では サービスを提供する上で知り得たご利用者およびその家族に関する情報・
個人情報については、ご利用者または第三者の生命、身体等に危険がある場合を除いて、
契約中および契約終了後においても第三者に漏らすことはありません。

訪 問 範 囲

対象となる方 かかりつけ医が訪問看護の必要を認めたすべての方

ご利用料金

■介護保険で利用する場合（１割負担の場合／１回あたり）

■医療保険で利用する場合（１割負担の場合／１回あたり）

その他お困りのことなど、お気軽にご相談ください

訪問看護は介護保険・医療保険が使えます

医療法人社団 弘人会

24時間サポート体制

24時間緊急の連絡がとれる

安心の体制で療養生活を支えます!!

ご自宅で､ 看護・リハビリの暮らし

私たちがサポートします!!

詳細はこちら

住み慣れた「我が家」で､

いつもの暮らしをいつまでも。



●点滴やカテーテルなどの医療処置

●在宅酸素、人工呼吸器などの管理

●床ずれ、創傷の処置

医療のこと
生活のこと

相談できる人が
いてほしい

点滴って
家でも
できるの？

転んで
立てなくなったら
どうしよう？

自宅で
生活できるか
不安…

＊決まったかかりつけ医がいない場合はご相談ください。

＊訪問開始日や時間・頻度などはサービス開始前にご相談の上決定します。

65歳未満の方

介護保険非該当の方

介護保険の要介護・要支援

認定を受けている方

ご 利 用 の 流 れ

ケアマネジャーに相談

かかりつけ医に受診し、訪問看護指示書を交付してもらう

指示書が交付されたら

なかだ訪問看護ステーションと契約。訪問を開始します

かかりつけ医又は

病院の医療相談員に相談

その１

その２

その３

ご安心下さい。

「訪問看護」
がありますよ ！

サ ー ビ ス の 紹 介

●血圧・体温・脈拍などの測定

●病状の観察・異常の早期発見、予防

●内服薬の管理・指導

●身体の清拭や入浴介助

●栄養・食事、排泄などの介助・指導

●寝たきり、床ずれの予防

●ご家族の状況に配慮した介護指導、

精神的サポート

●認知症介護や事故防止のアドバイス

●小児看護や育児に関する悩み相談

●痛みのコントロール、心のケア

●最後までご自宅で

過ごしていただくためのサポート

通院が大変…

なかなか

病院に行けない

家族に負担を
かけたくない

身体機能向上の

ためのリハビリ
（座る､立つ､歩く等）

日常生活動作の

リハビリ
（食事､排泄等）

生きがいや

趣味づくりなどの
社会参加のサポート

福祉用具､

住宅改修に関する
アドバイス


